
様式１

（市民部）

契約担当課 件名 契約年月日
契約の相手方の
所在地及び名称

契約金額
（単位：円）

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中
の号

随意契約の理由

1
生活安全・
男女共同参画課

令和6年度人材バン
クホームページ維持
管理業務委託

令和6年4月1日
大分市金池町２－３－
４
（株）Qtmedia大分支店

623,150 ２号

大分市人材バンクホームページの維持管理業務をシ
ステムの稼働当初から維持管理を行い、システム上
の仕様等について熟知している業者は株式会社
Qtmedia大分支店のみである。

2 市民課

住基ネットワークシス
テム端末保守業務委
託（令和3年度導入
分）

令和6年4月1日

大分市東春日町１７－
１９
大分ソフィアプラザビル
２Ｆ
日本電気㈱大分支店

1,078,440 ２号

当該業務は、市民課・各支所に設置している住基ネッ
トワークシステム端末の保守業務であり、システムの
導入業者でなければ業務の確実な履行が望めない。
保守業務の履行に当たってはシステムの専門的知識
を有することや設定内容を十分に理解していることが
必要不可欠である。当該業務を、他の業者に委託し
た場合、対象機器の設定作業や動作確認は機器の
性質上難しく、障害発生時の迅速な対応が行われず
業務に支障が生じる恐れがある。

3 市民課
本人確認書類裏書印
字システム保守委託

令和6年4月1日

福岡市博多区博多駅前
４－４－１５
株式会社ジェイエス
キューブ第七営業本部

1,189,320 ２号

当該委託業務は、通知カード・個人番号カードへ情報
を印字するためのプリンタの保守を行うものであり、当
該業者が機器の製造を行っている。他の業者と契約
した場合、部品の調達や機器の調整等が困難なた
め、故障などの障害発生時に迅速な対応をとることが
出来ず、市民の方々に多大な不利益を生じさせてしま
うことになりかねないため。

4 市民課
旅券申請受付及び交
付等業務委託

令和6年4月1日
大分市府内町２丁目２
番１号
府内産業株式会社

11,206,113 ２号

当該業務は、大分県からの権限移譲による旅券申請
受付及び交付等の業務であり、適正かつ円滑に業務
を遂行するためには効率的で質の高いサービスを提
供し、責任ある発給を確保する必要がある。
権限移譲元である大分県国際政策課パスポート班
は、大分市パスポートセンターの一画に業務場所を移
し、本市（県内他市町）が処理した旅券申請を受け、
申請書類審査及び旅券発行を行い、各市町へ引継ぐ
業務を行っている。
　このことから、大分県が契約している府内産業株式
会社と委託契約を締結することが、円滑な業務を遂行
することとなり、そのうえコスト面においても最も有利
であると考えられるため。

5
市民課
（葬斎場）

大分市葬斎場夜間管
理業務委託

令和6年4月1日

大分市大字竹中562番
地の1
冬田自治会事業運営委
員会

2,542,540 ２号
　地元に対しての地域育成及び環境整備事業の一環
として、開場して以来、当該業務については地元自治
会運営委員会に委託している。

6
市民課
（葬斎場）

大分市葬斎場緑地帯
管理業務委託

令和6年4月1日

大分市大字竹中562番
地の1
冬田自治会事業運営委
員会

11,949,300 ２号
　地元に対しての地域育成及び環境整備事業の一環
として、開場して以来、当該業務については地元自治
会運営委員会に委託している。

7
市民課
（葬斎場）

大分市葬斎場火葬炉
設備日常保守定期点
検業務委託

令和6年4月1日
大分市三佐977番地の1
ステラ工業㈱

10,816,300 ２号

　ステラ工業㈱は、大分市葬斎場の火葬炉建設に携
わり、開場して以来、火葬炉設備の保守、点検、整備
業務を行ってきている。
　また、当葬斎場の火葬炉を手掛けた㈱宮本工業所
の市内唯一の特約店でもあることから、緊急時におい
ても特殊品である火葬炉の専用部品等の調達を迅速
に対応できる業者のため。

8
市民課
（葬斎場）

佐賀関火葬場運営管
理業務委託

令和6年4月1日
福岡県八女市本町625
番地1
㈲東原技研

10,164,000 ２号

　㈲東原技研は、佐賀関火葬場の火葬炉建設の施工
業者である富士建設工業㈱の協力提携会社である。
火葬炉設備に精通した専門技術者による保守、点
検、整備業務を行っており、又、ﾒｰｶｰ独自の特殊品で
ある火葬炉の専用部品等の調達を迅速に行える業者
のため。

9
市民課
（葬斎場）

大分市葬斎場自動ド
ア保守定期点検業務
委託

令和6年4月1日
大分市広瀬町2-1-36
オリエント産業㈱

2,310,000 ２号

　大分市葬斎場の自動ドアはすべてオリエント産業㈱
製であり、不測の事態が生じた場合に備えて葬斎場
の設備に精通するとともに、専用部品等の調達を迅
速に対応できる業者のため。

10
市民課
（葬斎場）

大分市葬斎場火葬炉
設備保守点検業務委
託

令和6年4月1日
富山県富山市奥田新町
12番3号
㈱宮本工業所

4,642,000 ２号
大分市葬斎場の火葬炉はすべて㈱宮本工業所製で
あり、火葬炉設備の整備点検は製造業者でなければ
できない性質の業務であるため。

11
市民課
（葬斎場）

佐賀関火葬場火葬炉
設備整備業務委託

令和6年5月9日
福岡県八女市本町625
番地1
㈲東原技研

3,293,400 ２号

　㈲東原技研は、佐賀関火葬場の火葬炉建設の施工
業者である富士建設工業㈱の協力提携会社である。
火葬炉設備に精通した専門技術者による保守、点
検、整備業務を行っており、又、ﾒｰｶｰ独自の特殊品で
ある火葬炉の専用部品等の調達を迅速に行える業者
のため。

12 国保年金課
糖尿病重症化予防訪
問指導業務委託

令和6年4月1日

東京都千代田区神田淡
路町一丁目２番３号
ＳＯＭＰＯヘルスサポー
ト株式会社

1,835,900 ２号

大分県内には、糖尿病性腎症に関する保健指導を実
施する民間業者はなく、県内他保険者や近県におい
て同様の事業を請け負っている複数の民間業者へ問
合せをいたしましたが、大分市が地方都市であり保健
指導員の人員確保が困難との理由により、対面での
保健指導が可能であると回答が得られた事業者は左
記の事業者1社のみであったため。
※単価契約　￥3,850～￥20,790（5項目）

13 国保年金課
健診データ分析ソフト
「マルチマーカー」サ
ポート業務委託

令和6年4月1日
大分市羽屋新町三丁目
１番６号
大和薬品産業株式会社

1,056,000 ２号
本ソフトウェアの開発元からの直接購入はできず、本
事業をおこなえる県内で唯一の事業者であるため。

随意契約の契約状況表
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14 国保年金課
特定健康診査・特定
保健指導業務委託

令和6年4月1日

①大分市大字宮崎１４
１５番地
　公益財団法人　大分
県地域成人病検診協会
おおいた健診センター
②大分市大字駄原２８
９２番地の１
　公益財団法人　大分
県地域保健支援セン
ター
③大分市中戸次５１８５
番地の２
　社会医療法人財団
天心堂健診・健康増進
センター
④大分市大字市１２１３
番地
　大分三愛メディカルセ
ンター　三愛総合健診
センター
⑤別府市緑丘町１２番
１号
　大分県厚生農業協同
組合連合会
⑥別府市北石垣深町８
５１番地
　一般財団法人　大分
健康管理協会　大分総
合健診センター
⑦別府市西野口町１５
番３３号
　一般社団法人　別府

204,562,624 ２号

＜特定健康診査＞
受診者の居住の状況及び通院の事情を考慮し、可能
な限り市内医療機関全般で受診できる環境整備が必
要であること、また、国民健康保険の県域化に伴い被
保険者の受診機会の拡充と利便性の向上を目的とす
るため、市内及び別府市の健診拠点施設との個別契
約が必要であるため。
※単価契約　￥209～￥7,640

＜特定保健指導＞
保健事業に関する専門性・実績を持ち、今後の継続
的な支援に繋がりやすいとされる健診当日の保健指
導実施が可能であり、被保険者の利用機会の拡充を
図る必要があるため。
※単価契約　￥23,650～￥25,120

15 国保年金課
特定健康診査業務委
託

令和6年4月1日

①大分市大字駄原２８
９２番地の１
　一般社団法人　大分
県医師会
②大分市上田町三丁目
１番５６号
　医療法人　圭成会　お
おいたメディカルクリ
ニック
③大分市高城南町１１
番７号
　一般財団法人　西日
本産業衛生会　大分労
働衛生管理センター
④大分市古国府六丁目
１番３０号
　医療法人　三杏会　お
おいた健康管理セン
ター

38,921,059 ２号

受診者の居住の状況及び通院の事情を考慮し、可能
な限り市内医療機関全般で受診できる環境整備が必
要であること、また、国民健康保険の県域化に伴い被
保険者の受診機会の拡充と利便性の向上を目的とす
るため、県内の各医療機関を統括する県医師会（集
合契約）と市内及び別府市の健診拠点施設との個別
契約が必要であるため。
※単価契約　￥214～￥8,072
※集合契約：代表保険者（日田市）

16 国保年金課
プレメタボ対策保健
指導業務委託

令和6年4月1日

①大分市大字宮崎１４
１５番地
　公益財団法人　大分
県地域成人病検診協会
おおいた健診センター
②大分市大字駄原２８
９２番地の１
　公益財団法人　大分
県地域保健支援セン
ター
③大分市中戸次５１８５
番地の２
　社会医療法人財団
天心堂健診・健康増進
センター
④大分市大字市１２１３
番地
　大分三愛メディカルセ
ンター　三愛総合健診
センター
⑤別府市緑丘町１２番
１号
　大分県厚生農業協同
組合連合会
⑥別府市北石垣深町８
５１番地
　一般財団法人　大分
健康管理協会　大分総
合健診センター
⑦別府市西野口町１５
番３３号
　一般社団法人　別府

847,000 ２号

保健事業に関する専門性・実績を持ち、今後の継続
的な支援に繋がりやすいとされる健診当日の保健指
導実施が可能であり、被保険者の利用機会の拡充を
図る必要があるため。
※単価契約　￥7,700

17 市民協働推進課
大分西部公民館外9
館管理業務委託

令和6年4月1日
大分市金池町3-2-3
（公社）大分市シルバー
人材センター

26,233,920 ３号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条に
規定するシルバー人材センターであり、当該業務に係
る役務の提供が可能であるため随意契約するもので
ある。

18 市民協働推進課
大分中央公民館外1
館管理業務委託

令和6年4月1日
大分市金池町3-2-3
（公社）大分市シルバー
人材センター

7,771,176 ３号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条に
規定するシルバー人材センターであり、当該業務に係
る役務の提供が可能であるため随意契約するもので
ある。
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19 市民協働推進課
大分稙田公民館
管理業務委託

令和6年4月1日
大分市金池町3-2-3
（公社）大分市シルバー
人材センター

1,096,200 ３号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条に
規定するシルバー人材センターであり、当該業務に係
る役務の提供が可能であるため随意契約するもので
ある。

20 市民協働推進課
大分市市民活動等保
険

令和6年4月1日

山口県秋根本町2丁目
10-14 スカイビル204号
ニューインディア保険会
社 下関営業所

2,490,000 ２号

　市民活動等保険は、市民活動等に係る事故につい
て、保険によりその損害を補てんし、もって市民の行
政参加を推進するとともに市民の社会奉仕活動の振
興を図ることを目的とするものである。２０２４年度の
契約保険会社を決定するため、４月１日に指名競争
入札を予定していましたが、６社中５社が辞退し、不成
立となった。本来であれば、指名替えあるいは仕様書
の変更等による新規の入札を行うところであるが、業
者選考基準に該当する業者が他にないこと、仕様書
の変更が困難なこと、４月１日からの契約を要するこ
と等から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
の規定により随意契約にて契約。

21 市民協働推進課
住居表示管理システ
ム保守業務委託

令和6年4月1日

大分市明野東３丁目14
番１号
株式会社イーディシー
大分営業所

2,497,000 ２号

平成２６年度に構築された住居表示管理システムの
保守業務を委託するものである。本システムは、㈱
イーディシーが独自に開発したもので、他者は当該ソ
フトウェアに係る知識や情報、ノウハウを有していな
い。住居表示管理システムの構築から関わり、システ
ムの仕様及び設定等に精通していることから、業務を
確実かつ迅速に遂行できる当該事業者と随意契約す
るものである。

22
市民協働推進課
(大分西部公民
館)

大分西部公民館昇降
機保守点検業務委託

令和6年4月1日

福岡県中央区長浜2-4-
1
東芝エレベーター(株)
九州支社

1,020,360 ２号

建築基準法第８条により昇降機の安全を確保すること
を目的とする「昇降機の維持及び運行の管理に関す
る指針」に基づき、設置機器に対する知識や部品調
達の容易性、対応力の高さ等を勘案した結果、設置
業者である「東芝エレベータ（株）」への委託が妥当で
あるため。

23 鶴崎公民館
大分市鶴崎公民館昇
降機保守点検業務委
託

令和6年4月1日

福岡市博多区博多駅南
1-2-13
日本オーチス・エレベー
ター株式会社九州支店

1,042,800 ２号

昇降機の管理については、国土交通省による「昇降
機の維持及び運行の管理に関する指針」の中で、昇
降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻
度に応じて専門技術者に、おおむね１月以内ごとに点
検その他必要な整備または補修を行わせる旨の昇降
機の所有者に対する義務が規定されている。
　昇降機の保守点検業務を行う業者は、設置している
機器に精通していること、故障等の状況に対して迅速
に対応ができることが求められる。左記の業者は大分
市鶴崎公民館に昇降機を設置した業者であり、設置
機器に精通し、物品調達が容易であること、２４時間
遠隔管理が可能であること、また安全な運行には長
期的な視点に立ったメンテナンス計画が必要なことか
ら、他社への業務委託は適さないと考えられる。

24 鶴崎公民館
大分市鶴崎公民館集
会室棟昇降機保守点
検業務委託

令和6年4月1日

福岡市博多区住吉1-2-
25
三菱ビルソリューション
ズ㈱西日本支社

831,600 ２号

昇降機の管理については、国土交通省による「昇降
機の維持及び運行の管理に関する指針」の中で、昇
降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻
度に応じて専門技術者に、おおむね１月以内ごとに点
検その他必要な整備または補修を行わせる旨の昇降
機の所有者に対する義務が規定されている。
　昇降機の保守点検業務を行う業者は、設置している
機器に精通していること、故障等の状況に対して迅速
に対応ができることが求められる。左記の業者は大分
市鶴崎公民館集会室棟に昇降機を設置した業者であ
り、設置機器に精通し、物品調達が容易であること、２
４時間遠隔管理が可能であること、また安全な運行に
は長期的な視点に立ったメンテナンス計画が必要なこ
とから、他社への業務委託は適さないと考えられる。

25 明野支所
明野支所日直業務委
託

令和6年4月1日

大分市金池町3丁目2番
3号
(公社)大分市シルバー
人材センター

914,760 ３号
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第38条に規
定された臨時的かつ短期的な就業又は、その他の軽
易な業務であるため


